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ー

ー

G
マ
ー
ク
は

ー

サ
ッ
チ
ャ
ー
英
国
首
相
に
「
第
一
回
国
際
デ
ザ
イ
ン
ア
ワ
ー
ド
名
誉
賞
」
。
こ
れ
は
大
阪
に
あ
っ
た
財
団
法
人
国
際
デ

ザ
イ
ン
交
流
協
会
が
一
九
八
一

1

一
年
に
下
し
た
決
定
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
の
首
相
就
任
と
同
時
に
実
施
し
た
デ
ザ
イ
ン
振

興
政
策
が
授
賞
理
由
で
、
英
国
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
駐
日
英
国
大
使
が
授
賞
式
に
臨
席
し
た
。
だ
が
、
式
典
に
招
待
さ

れ
た
閑
係
者
か
ら
は
批
判
の
声
も
も
れ
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
破
壊
し
た
首
相
に
贈
裳
す
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
ら
招
き
に
は
応
じ
な
か
っ
た
の
に
」
と
の
、
フ
ラ
ン
ス
人
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
関
係
者
の
反
応
な
ど
だ
。
首
相
の

政
策
に
は
デ
ザ
イ
ン
教
育
も
含
ま
れ
て
い
た
。

当
時
、
こ
の
財
団
に
在
籍
し
て
い
た
筆
者
は
国
の
デ
ザ
イ
ン
政
策
の
あ
り
方
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
、

G
マ
ー
ク
に
関

わ
る
こ
と
に
な
っ
て
反
蜀
し
た
出
来
事
だ
っ
た
。
英
米
の
動
向
に
刺
激
を
受
け
て
一
九
五
七
年
に
特
許
庁
意
匠
課
で
創
設

さ
れ
、
翌
年
に
通
商
産
業
省
に
移
管
さ
れ
た
グ
ッ
ド
・
デ
ザ
イ
ン
商
品
選
定
、
通
称

G
マ
ー
ク
制
度
は
、
一
九
九
八
年
に

民
営
化
さ
れ
、
現
在
は
一
九
六
九
年
発
足
で
改
名
し
た
公
益
財
団
法
人
日
本
デ
ザ
イ
ン
振
興
会
が
主
催
す
る
。
二

0
0七

年
に
『

G
マ
ー
ク
大
全
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
の
五

0
年
』
を
、
一

0
年
後
に
そ
の
増
補
改
訂
版
の
監
修
を
担
当
し
た
こ

ー

「
共
有
と
協
働
」

ー

ー

の
時
代
へ

ー

ー

ー

ー

ー

A
江
容
o
M
o
r
t
遠
且

森
山
明
子

I
I
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と
か
ら
、
監
修
の
過
程
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
難
題
続
き
だ
っ
た

G
マ
ー
ク
の
歩
み
と
そ
の
後
を
点
描
し
て
み

、。
た
し難

題
の
第
一
は
、
審
査
を
担
う
べ
き
人
材
が
集
う
日
本
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会
が
制
度
創
設
時
に
不
支

持
声
明
を
出
し
た
こ
と
だ
。
理
由
は
時
期
尚
早
だ
っ
た
り
国
が
デ
ザ
イ
ン
の
良
否
を
決
め
る
こ
と
へ
の
疑
問
だ
っ
た
り

で
、
協
会
が
反
対
の
旗
を
降
し
た
の
は
一
九
七

0
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
推
薦
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
初

年
度
の
申
請
は
四
七
点
し
か
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
三
年
に
公
暮
方
式
を
採
用
し
て
か
ら
は
、
申
請
―
ニ
―
―
二
点
、
選
定

―
―
七
点
と
、
数
は
増
え
た
。
け
れ
ど
も
、
第
二
の
難
題
と
し
て
、
産
業
界
に
は
「
G
マ
ー
ク
商
品
は
売
れ
な
い
」
と
の

見
方
が
根
強
く
あ
っ
た
。

主
催
者
で
あ
る
通
産
省
貿
易
局
内
の
所
掌
部
署
が
検
査
課
と
デ
ザ
イ
ン
課
が
改
組
さ
れ
て
検
査
デ
ザ
イ
ン
課
と
な
っ
た

一
九
六
六
年
か
ら
は
、
そ
の
名
称
が
デ
ザ
イ
ン
界
で
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
「
検
査
」
に
は
輸
出
に
際
し
て
の
模
倣
防
止

と
の
政
策
意
図
が
色
濃
か
っ
た
た
め
で
、
そ
も
そ
も
デ
ザ
イ
ン
は
貿
易
局
所
掌
か
と
の
反
応
も
あ
っ
た
。
通
産
省
が
そ
の

翌
年
に
導
入
し
た
申
請
商
品
の
機
械
的
な
品
質
検
査
に
申
請
企
業
は
余
計
な
も
の
と
反
発
も
し
た
。
こ
れ
ら
は
行
政
組
織

に
起
囚
す
る
難
題
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
国
勢
調
査
の
職
業
欄
に
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
が
加
わ
っ
た
一
九
七

0
年
に
次
い
で
、
行
政
管
理
庁
が
日
本
産

業
分
類
に
「
デ
ザ
イ
ン
業
」
を
新
設
し
た
の
は
一
九
七
六
年
で
あ
る
。
国
の
デ
ザ
イ
ン
業
認
知
に
は
「
デ
ザ
イ
ン
」
を
冠

す
る
制
度
創
設
か
ら
二

0
年
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

G
マ
ー
ク
は
一
九
八

0
年
に
大
賞
選
出
を
加
え
て
「
選
定
＋
賞
」
の
構
造
を
備
え
、
以
後
の
分
野
拡
大
方
針
に
よ
り
申

請
数
も
増
え
続
け
て
い
く
。
申
請
料
が
稼
げ
る
型
番
ご
と
の
申
請
か
ら
シ
リ
ー
ズ
一
括
の
現
在
の
カ
ウ
ン
ト
方
式
に
変
え

た
後
の
ピ
ー
ク
は
一
九
九

0
年
の
申
請
三
九
二
七
点
、
選
定
―
―
―
一
五
点
。
選
定
率
の
上
昇
は
デ
ザ
イ
ン
カ
向
上
と
「
ベ
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ー

ー

ー

ス
ト
」
で
な
く
「
グ
ッ
ド
」
を
選
ぶ
と
い
う
制
度
の
性
格
に
よ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
九

0
年
代
に
入
る
と
、
何
年
も
大
賞
に
外
国
製
品
し
か
選
ば
れ
ず
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
に
よ
る
二
次
産
業
の
低
迷

で
申
請
数
も
低
迷
す
る
。
意
匠
奨
励
審
議
会
発
足
の
一
九
五
七
年
よ
り
出
さ
れ
て
い
た
審
議
会
答
中
も
一
九
九
―
―
一
年
の
五

度
目
の
中
間
答
申
が
最
後
と
な
り
、
以
降
、
デ
ザ
イ
ン
政
策
の
求
心
力
は
失
わ
れ
た
感
が
あ
る
。
ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
の
所

掌
が
一
九
九
五
年
に
産
業
政
策
局
デ
ザ
イ
ン
行
政
室
に
移
管
さ
れ
て
落
ち
着
く
か
と
思
え
ば
、
変
転
を
繰
り
返
し
て
定
ま

ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
に
押
し
寄
せ
た
の
が
国
の
行
政
全
般
に
お
よ
ぶ
民
営
化
の
波
で
、

G
マ
ー
ク
も
民
営
化
さ
れ
て
権

威
と
財
政
両
方
の
後
ろ
盾
を
失
っ
た
。

ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
九
八
年
の
こ
の
危
機
に
臨
ん
で
、
日
本
産
業
デ
ザ
イ
ン
振
興
会
は
日

本
デ
ザ
イ
ン
振
興
会
へ
、
グ
ッ
ド
・
デ
ザ
イ
ン
商
品
選
定
は
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
へ
と
名
称
を
変
更
し
、
選
定
で
な
く
表

彰
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
デ
ザ
イ
ン
全
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
新
機
軸
を
打
ち
出
し
て
い
く
。

民
営
化
と
同
時
に
申
請
数
が
増
加
に
転
じ
、
二

0
一
七
年
の
審
杏
対
象
数
は
四
四
九
五
件
、
受
賞
一
四

01
―
―
件
と
民
営

化
初
年
の
ニ
・
ニ
倍
、
難
題
の
一
っ
だ
っ
た
国
際
化
の
度
合
い
を
示
す
参
加
国
・
地
域
は
四
四
に
増
え
、
海
外
申
請
比
率

も―

1
0パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
。

G
マ
ー
ク
の
国
内
認
知
度
は
約
八
割
、
東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
各
所
で
開
催
さ
れ
た
五
日

間
の
受
賞
展
に
は
一
日
平
均
五
万
人
が
来
訪
し
た
。
六

0
年
間
の
選
定
・
受
賞
数
は
累
計
四
万
五

0
0
0点
に
達
し
て
、

そ
の
す
べ
て
が
ア
ー
カ
イ
ブ
化
さ
れ
て
公
開
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
で
、
審
査
に
対
す
る
批
判
の
声
が
聞
か
れ
た

例
に
「
A
K
B
4
8
」
の
受
営
が
あ
る
が
、
狭
義
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
評
価
し
て
の
判
断
で
あ
る

こ
と
を
ア
ー
カ
イ
ブ
で
だ
れ
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

経
費
を
勘
案
す
れ
ば
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
る
。

G
マ
ー
ク
の
申
請
か
ら
受
賞
ま
で
の
経
費
の
目
安
は
一
次
審
査
料
、

二
次
審
査
料
、
受
賞
展
出
展
料
、
年
鑑
掲
載
料
の
合
計
で
ニ
ニ
万
四
六
四

0
円
。
こ
れ
は
小
型
で
通
電
を
必
要
と
し
な

い
審
査
を
想
定
し
た
費
用
の
概
算
例
だ
。
加
え
て
、
販
売
価
格
五

0
万
円
未
満
・
総
合
事
業
費
五
億
円
未
満
の
場
合
の

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

I
I
I
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マ
ー
ク
の
使
用
料
は
年
間
ニ
ニ
万
四
六
四

0
円
で
、
大
型
と
な
れ
ば
百
万
円
を
超
え
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
受
賞
作
は
も
と

よ
り
、
大
貨
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
賞
に
も
副
貨
賞
金
な
ど
な
い
。

こ
の
賞
を
事
業
と
し
て
見
れ
ば
、

G
マ
ー
ク
と
い
う
商
標
を
原
資
と
す
る
究
極
の
知
的
財
産
権
ビ
ジ
ネ
ス
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
事
業
と
は
別
の
観
点
か
ら

G
マ
ー
ク
を
見
て
み
よ
う
。
選
定
で
あ
れ
賞
で
あ
れ
、
常
に
問
わ
れ
る
審
査
の
理

念
や
審
査
方
法
の
妥
当
性
が
制
度
の
根
幹
だ
と
思
う
か
ら
だ
。

民
営
化
後
の
一
九
九
八
年
四
月
制
定
の
「
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
審
査
基
準
」
が
五

0
周
年
記
念
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
は
五
つ
だ
っ
た
基
準
が
、
(
-
)
基
本
的
要
素
と
し
て
の
良
い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
一

0
の
項
目
、

（
二
）
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
か
に
一
九
項
目
、
(
-
―
-
）
未
来
を
拓
く
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
か
に
は
一
―
項
目
と
計
四

0
と

細
分
化
さ
れ
、
（
二
）
と
(
-
―
-
）
で
は
デ
ザ
イ
ン
、
生
活
、
産
業
、
社
会
ご
と
に
項
目
が
立
っ
て
い
る
。
(
-
)
を
満
た
し

た
上
で
、
（
二
）
（
―
―
-
）
の
い
ず
れ
か
の
項
目
で
優
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
に
選
出
す
る
と

し
た
の
だ
。
書
面
に
よ
る
一
次
審
杏
を
設
け
た
の
も
こ
の
時
で
あ
る
。

四
0
も
の
項
目
を
瞬
時
に
判
断
で
き
る
の
か
。
実
際
は
、
数
千
点
が
並
ぶ
二
次
審
杏
会
場
で
全
審
査
委
員
が
す
べ
て
の

項
目
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の
審
査
対
象
に
数
名
の
審
査
委
員
が
付
箋
を
貼
り
、
そ
の

上
で
ユ
ニ
ッ
ト
単
位
の
合
議
で
賞
を
決
め
る
。
こ
の
場
に
は
六

0
1
八
0
人
の
審
査
委
員
と
ほ
ぼ
同
数
の
デ
ザ
イ
ン
学
生

を
中
心
と
す
る
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
が
布
陣
し
て
討
議
内
容
を
メ
モ
。
そ
の
後
に
該
当
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
公
表
用
の
審
査
評
を
文
章
化
す
る
。
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
項
目
数
の
多
寡
で
た
だ
ち
に
賞
が
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
の
妥
当
性
は
、
審
査
を
経
験
し
た
人
な
ら
納
得
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

審
査
に
客
観
性
を
担
保
で
き
る
か
ど
う
か
。
多
様
な
プ
ロ
の
視
点
で
各
自
が
投
票
す
る
際
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
主
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観
が
作
用
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の
合
議
は
そ
う
し
た
主
観
を
客
観
に
近
づ
け
る
仕
組
み
で
あ
り
、
詳
細
な
審
査
評
の
公

開
に
よ
り
審
査
委
員
も
審
査
さ
れ
る
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
る
。

だ
れ
の
立
場
で
判
断
す
る
の
か
も
課
題
で
、
二

0
0八
年
に
は
そ
の
答
え
を
出
し
た
。
審
査
は
「
近
未
来
の
生
活
者
の

視
点
」
で
行
な
う
、
つ
ま
り
審
査
の
立
ち
位
置
を
制
度
創
設
以
来
の
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
か
ら
デ
マ
ン
ド
サ
イ
ド
ヘ
移
す
決

断
を
し
た
の
だ
。
体
験
か
ら
言
う
の
だ
が
、
審
杏
対
象
の
向
こ
う
に
送
り
手
で
あ
る
企
業
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
思
い
浮
か
べ

る
の
と
、
受
け
手
で
あ
る
生
活
者
を
想
定
す
る
の
と
で
は
、
判
断
は
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
近
未
来
な
ど
分
か
る
の
か
と

問
わ
れ
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ン
開
発
か
ら
市
場
投
入
ま
で
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
の
送
り
手
は
じ
つ
は
、
い
つ

も
近
未
来
に
向
け
て
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
の
だ
と
答
え
た
い
。

同
じ
年
、
審
杏
委
員
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
「
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
の
理
念
」
を
定
め
た
。
人
間
11

H
U
M
A
N
I
T
Y
、
本
質
1
1
H
O
N
E
S
T
Y
、
創
造
=
I
N
N
O
V
A
T
I
O
N
、
魅
力
1
1
E
S
T
H
E
T
I
C
S
、
倫
理

1
1
E
T
H
I
C
S
の
五

つ
だ
。
こ
れ
は
一

0
年
経
っ
た
現
在
も
サ
イ
ト
「
G
O
O
D
D
E
S
I
G
N
 A
W
A
R
D
」
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
当

時
、
韓
国
企
業
な
ど
の
申
請
に
押
さ
れ
て
日
本
製
品
に
輝
き
が
な
か
っ
た
こ
と
を
危
惧
し
て
の
制
度
の
見
直
し
だ
っ
た
こ

と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

同
年
、
ユ
ニ
ッ
ト
構
成
も
生
活
者
目
線
で
再
編
し
た
。
さ
ら
に
改
訂
さ
れ
て
現
在
は
、
有
形
1
1
T
a
n
g
i
b
l
e
の
二
つ
（
製

品
11Product
、
空
間
11Space)
と
無
形
=
Intangible
の
一
二
つ
（
メ
デ
ィ
ア
11Media
、
仕
組
み
11Systg1
、
取
り
組
み
11Activity)

か
ら
な
る
五
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
下
に
設
け
ら
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
審
査
す
る
。
無
形
の
応
募

が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、
モ
ノ
の
割
合
は
な
お
過
半
数
を
維
持
し
て
い
る
よ
う
だ
。

サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
贈
賞
か
ら
三
五
年
が
経
っ
た
。
ブ
レ
ア
首
相
就
任
以
降
を
論
じ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
イ
ソ
ン
著

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

I
I
I
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「文
化
資
本

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
ブ
リ
テ
ン
の
盛
衰
』
（
小
林
真
理
訳
、
美
学
出
版
、
二

0
一
七
年
）
を
紐
解
く
と
、
国
家
と

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
産
業
の
関
係
の
複
雑
さ
も
垣
間
見
え
る
。
そ
う
し
た
複
雑
さ
は
、
規
模
こ
そ
違
え
、

G
マ
ー
ク
の
歩
み

と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
。

筆
者
は
二

0
代
か
ら
意
匠
権
侵
害
調
査
、
取
材
、
審
査
委
員
、
審
査
副
委
員
長
、
振
興
会
理
事
お
よ
び
評
議
委
員
と
、

G
マ
ー
ク
と
は
長
い
関
わ
り
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
数
々
の
課
題
に
対
し
て
審
査
基
準
の
改
訂
や
、
こ
こ

で
は
触
れ
な
か
っ
た
特
別
賞
の
改
廃
も
繰
り
返
し
て
き
た
。

世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ザ
イ
ン
賞
が
あ
る
。

G
マ
ー
ク
と
比
較
す
る
に
は
そ
れ
ら
の
審
査
基
準
や
運
営
方
法
の
精
査

が
必
要
だ
。
だ
が
難
題
続
き
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
デ
ザ
イ
ン
の
全
領
域
カ
バ
ー
を
志
向
す
る
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
の
規
模

や
審
査
の
公
正
さ
に
は
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
い
と
考
え
て
い
る
。

産
業
構
造
も
人
々
の
価
値
観
も
変
化
す
る
。
一
九
九

0
年
代
に
「
モ
ノ
か
ら
コ
ト
ヘ
拡
大
」
、
ニ
―
世
紀
に
入
っ
て
審

査
の
立
ち
位
置
を
「
生
活
者
視
点
」
に
移
し
、
二

0
1
0年
代
に
は
「
共
有
・
協
働
」
を
掲
げ
る

G
マ
ー
ク
で
あ
る
。
ニ

0
一
八
年
、
こ
の
賞
は
「
明
日
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
す
る
の
が
役
割
」
と
考
え
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
柴
田
文
江
が
民
営
化
後

七
代
目
の
審
査
委
員
長
に
就
任
し
た
。
こ
の
年
の
審
査
対
象
数
は
四
七
八
九
件
と
増
加
し
、
受
賞
数
は
一
―
―
一
五
一
二
件
。
大

賞
に
は
貧
困
問
題
解
消
の
一
助
と
な
る
「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
が
選
ば
れ
て
、

G
マ
ー
ク
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ

ン
」
志
向
を
印
象
づ
け
た
。
寺
に
お
供
え
さ
れ
る
菓
子
な
ど
を
貧
困
家
庭
に
届
け
る
こ
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
取
り

組
み
に
参
加
す
る
寺
は
法
人
発
足
四
年
で
宗
派
を
問
わ
ず
千
を
超
え
た
と
い
う
。

N
P
O
法
人
の
大
賞
受
賞
は
初
だ
。
共

有
・
協
働
の
時
代
の
新
た
な
貨
の
す
が
た
を
今
後
も
注
視
し
た
い
。

森
山
明
子
（
も
り
や
ま
•
あ
き
こ
）

武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部
教
授
。
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
芸
術

学
科
卒
業
。
専
門
は
デ
ザ
イ
ン
情
報
学
、
デ
ザ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
。




